
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あいの里グリーンレター 19 号 
発行：札幌市北区土木部維持管理課公園緑化係 

令和 6 年 7 月発行 

 札幌市では、「あいの里地区樹林維持管理計画」をもとに、令和元年秋に本格的な樹木の間引きを始

め、引き続き、今年も実施を予定しています。 

 そこで、「あいの里地区樹林維持管理計画」及び今年の予定箇所についての説明会を実施いたします。

地域の樹木の管理に関心のある方、ぜひご参加ください。 

※ 例年実施している、現地を確認するミニツアーは行いません。 

また、平成 29 年度より説明会を実施してまいりましたが、本計画の周知が一定程度はかられたことから、 

今回で一旦、終了といたします。なお、施業の予定箇所等はグリーンレターで継続してお知らせする予定です。 

「あいの里地区樹林維持管理計画」とは、「あいの里の樹木検討委員会（拓北・あいの里連合町内会）」を

はじめとする地域の皆さんとの協働により、平成 29 年度に策定した計画です。 

計画内容は北区役所ホームページでご覧になれます。（「あいの里地区樹林維持管理計画」で検索！） 

令和 6 年 8 月 25 日（日） 
会場：拓北・あいの里地区センター 2 階集会室 AB 

■参加費  ：無料 

■申込先  ：北区土木センター（担当者 椎名、名出） 

       電話 011-771-4211、FAX 011-772-3138 

       E メール ki.doboku_koen@city.sapporo.jp 

       氏名、住所、年齢、電話番号をお知らせください。 

■申込締切 ：令和 6 年 8 月 21 日（水） 

■内 容  ：拓北・あいの里地区センター2 階集会室 AB にて、あいの里樹林維持管理計画 

及び令和 6 年度施業予定箇所について説明会を行います。 

 

10：00 ～ 11：00 

さっぽろ市 
02-Q02-24-1612 

R6-2-1120 

R6年度施業予定箇所 

茨戸福移通 

拓北 8 条 3～4 丁目 

あいの里緑道 

あいの里 4 条 7 丁目 

あいの里東緑道 

あいの里 3 条 9 丁目 

※令和 6 年度施業箇所の間引き対象の樹木に、7 月下旬より目印の 

ピンク色のテープを巻き付けますので、近隣にお住まいの方はご確認ください。 

＜あいの里地区樹林維持管理計画 進捗状況＞ 


